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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第44回

今
回
は
、
多
様
な
働
き
方
の
実
現
に
対
し
て
効
果
的

な
制
度
で
あ
る
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
取

り
上
げ
ま
す
。

働
く
時
間
な
ど
を

自
ら
自
由
に
決
定
で
き
る
制
度

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
定
義
は
、「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
の
わ
か
り
や
す
い
解
説
＆
導
入
の
手
引
き
」（
厚

生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署
）※1

に
よ
る
と
、「
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定

め
た
総
労
働
時
間
の
範
囲
内
で
、
労
働
者
が
日
々
の
始

業
・
終
業
時
刻
、
労
働
時
間
を
自
ら
決
め
る
こ
と
の
で

き
る
制
度
」
と
あ
り
ま
す
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
理
解
を
進
め
る
た

め
に
、
通
常
の
労
働
時
間
の
制
度
と
の
比
較
で
見
て
い

き
ま
す
。
通
常
の
労
働
時
間
の
制
度
で
あ
れ
ば
、
会
社

が
業
務
の
始
業
・
終
業
時
刻
と
休
憩
時
間
を
就
業
規
則

で
指
定
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
適
用
労
働
者
一
律
で
一

日
に
働
く
べ
き
時
間
帯
と
労
働
時
間
が
決
定
さ
れ
ま

す
。
一
方
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
次
の
定
め
ら

れ
た
①
〜
⑥
の
条
件
内
で
労
働
者
が
出
退
勤
時
刻
や
働

く
長
さ
を
自
ら
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範
囲･･･
制
度
適
用
の
対
象

者
。
全
社
・
部
門
・
個
人
単
位
の
い
ず
れ
も
可

②
清
算
期
間･･･

働
く
べ
き
時
間
を
管
理
・
調
整
す
る

期
間
。
３
カ
月
が
上
限
※2

③
総
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
中
で
定
め
ら
れ
た
働
く

べ
き
時
間
。
労
働
基
準
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

の
上
限
で
あ
る
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
内
で
設
定
※3

④
標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
に
お

け
る
総
労
働
時
間
を
期
間
中
の
所
定
労
働
日
数
（
働

く
べ
き
と
定
め
ら
れ
た
日
数
）
で
割
っ
た
も
の

⑤
コ
ア
タ
イ
ム･･･

必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

⑥
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム･･･

い
つ
始
業
・
終
業
し
て

も
よ
い
時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

な
お
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
に
は
、

①
〜
⑥
の
内
容
を
、
労
使
協
定
※4
で
締
結
し
、
就
業
規

則
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
加
え
て
、
清
算
期

間
が
１
カ
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
労
使
協
定
の
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
へ
の
届
出
が
必
要
）。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用
イ
メ
ー
ジ

こ
の
文
章
だ
け
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用

イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
図
表
を

見
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
１
日
の
働
き
方
で
す
が
、（
図
表
１
）
を
見

て
く
だ
さ
い
。
コ
ア
タ
イ
ム
が
10
時
か
ら
15
時
に
設
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
間
は
必
ず
働
い
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
参
加
必
須
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
を

行
う
場
合
は
、
こ
の
時
間
中
に
行
い
ま
す
。
フ
レ
キ
シ

「フレックスタイム制」

※１　https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
※２　清算期間の上限は１カ月だったが、働き方改革促進の一環として2019（平成31）年 4月施行の法改正により、上限は３カ月となった
※３　 清算期間が１カ月で、暦日が28日の場合：160.0時間、29日の場合：165.7時間、30日の場合：171.4時間、31日の場合：177.1時間となる
※４　 事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者

の過半数を代表する者と事業主との間で労働条件について定めた書面
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③
総
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
中
で
定
め
ら
れ
た
働
く

べ
き
時
間
。
労
働
基
準
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

の
上
限
で
あ
る
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
内
で
設
定
※3

④
標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
に
お

け
る
総
労
働
時
間
を
期
間
中
の
所
定
労
働
日
数
（
働

く
べ
き
と
定
め
ら
れ
た
日
数
）
で
割
っ
た
も
の

⑤
コ
ア
タ
イ
ム･･･

必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

⑥
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム･･･

い
つ
始
業
・
終
業
し
て

も
よ
い
時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

な
お
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
に
は
、

①
〜
⑥
の
内
容
を
、
労
使
協
定
※4
で
締
結
し
、
就
業
規

則
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
加
え
て
、
清
算
期

間
が
１
カ
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
労
使
協
定
の
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
へ
の
届
出
が
必
要
）。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用
イ
メ
ー
ジ

こ
の
文
章
だ
け
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用

イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
図
表
を

見
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
１
日
の
働
き
方
で
す
が
、（
図
表
１
）
を
見

て
く
だ
さ
い
。
コ
ア
タ
イ
ム
が
10
時
か
ら
15
時
に
設
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
間
は
必
ず
働
い
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
参
加
必
須
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
を

行
う
場
合
は
、
こ
の
時
間
中
に
行
い
ま
す
。
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
時
間
内
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
業
務
開
始
・

終
了
時
刻
を
決
め
ら
れ
る
た
め
、
少
し
早
く
業
務
終
了

し
た
い
場
合
は
７
時
に
業
務
開
始
し
て
16
時
に
終
了（
８

時
間
労
働
）、
朝
と
夕
方
に
用
事
が
あ
る
場
合
は
10
時

に
業
務
開
始
し
て
15
時
に
終
了
（
４
時
間
労
働
）
と
い

う
の
も
可
能
で
す
。
な
お
、
コ
ア
タ
イ
ム
と
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
の
設
定
は
任
意
で
あ
る
た
め
、
何
時
か
ら

で
も
自
由
に
業
務
開
始・終
了
で
き
る
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
も
あ
り
ま
す
。

次
に
、
清
算
期
間
中
の
時
間
管
理
に
つ
い
て
、（
図

表
２
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、
清
算
期
間
１
カ

月
、
総
労
働
時
間
１
６
０
時
間
と
し
た
場
合
、
１
日
の

労
働
時
間
が
先
述
の
よ
う
に
８
時
間
や
４
時
間
と
ば
ら

つ
き
が
あ
っ
て
も
、
１
カ
月
単
位
で
１
６
０
時
間
の
実

労
働
時
間
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

１
カ
月
の
実
労
働
時
間
が
１
５
５
時
間
だ
っ
た
場
合
に

は
、
５
時
間
分
を
賃
金
か
ら
控
除
す
る
か
、
次
の
清
算

期
間
の
総
労
働
時
間
に
加
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

逆
に
実
労
働
時
間
が
１
８
５
時
間
の
場
合
は
、
25
時
間

分
の
賃
金
を
追
加
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
場
合
、
法
定
労
働
時
間
の
総
枠

を
超
え
た
分
を
時
間
外
労
働
と
し
て
扱
い
ま
す
。
よ
っ

て
、１
８
５
時
間
働
い
た
月
の
暦
日
が
31
日
の
場
合
は
、

１
８
５
時
間
か
ら
総
枠
１
７
７・１
時
間
を
引
い
た
７・

９
時
間
分
を
時
間
外
手
当
（
２
割
５
分
以
上
の
割
増
賃

金
）
と
し
て
支
払
い
、法
定
労
働
時
間
の
総
枠
１
７
７・

１
時
間
か
ら
総
労
働
時
間
１
６
０
時
間
を
引
い
た
17
・

１
時
間
分
は
時
間
に
応
じ
た
賃
金
（
割
増
賃
金
に
し
な

く
て
可
）
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の

メ
リ
ッ
ト
と
留
意
点

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
働
き
方
に
関
す
る
本
人

の
志
向
性
や
家
庭
の
事
情
に
応
じ
て
自
由
に
労
働
時
間

が
設
定
で
き
る
た
め
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
観
点
か
ら
労
働
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
企
業
側
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

通
常
の
労
働
時
間
制
で
あ
れ
ば
日
に
よ
っ
て
業
務
の
繁

閑
が
あ
っ
て
も
、
１
日
８
時
間
・
週
40
時
間
を
超
過
し

た
分
は
時
間
外
労
働
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た

が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
で
は
清
算
期
間
の
な
か
で

繁
閑
に
応
じ
て
労
働
時
間
を
調
整
し
て
も
ら
え
ば
よ
い

た
め
、
結
果
と
し
て
時
間
外
労
働
が
削
減
さ
れ
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
柔
軟
な
働
き
方
を
し
た
い

労
働
者
が
増
え
て
い
る
な
か
、
人
材
採
用
や
定
着
の
面

で
有
利
に
な
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
で
す
が
、
顧
客
に
対
応
す
る
時
間
が
固
定
さ
れ
て
い

て
、
か
つ
長
時
間
に
わ
た
る
な
ど
自
由
に
労
働
時
間
を

設
定
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
職
種
や
社
員
に
は
適
用
で

き
な
い
と
い
う
点
に
留
意
が
必
要
で
す
。

次
回
は
、「
春
闘
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

出典：厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き」　※吹き出しは筆者加工

出典：厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き」　

図表１　コアタイム・フレキシブルタイムの設定の例

図表２　総労働時間を超過または不足した場合の賃金清算

総労働時間

総労働時間 総労働時間

実労働時間

実労働時間 不足

不足

必ず勤務しなければならない時間帯

超過した時間分の賃金を追加して支払

①不足した時間分
   を賃金から控除

②翌月の総労働時間に加算
して労働させる（※）または

※ただし、加算後の時間（総労働時間＋前の清算
期間における不足時間）は、法定労働時間の総枠
の範囲内である必要があります。

いつ出社してもよい時間帯

◆ 総労働時間を
超過した場合

◆ 総労働時間に
不足する場合

いつ退社してもよい時間帯

6:00 10:00 12:00 13:00 15:00 19:00

フレキシブルタイム フレキシブルタイムコアタイムコアタイム 休 憩

160時間 185時間

155時間


